
 岩手県公安委員会及び岩手県警察本部長が保有する行政文書の開示等に関する規則及び岩手県公安委員会及び岩手県警察本部長

が保有する個人情報の保護等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成22年３月31日 

岩手県公安委員会 

委員長 藤 原   博  

岩手県公安委員会規則第４号 

 （岩手県公安委員会及び岩手県警察本部長が保有する行政文書の開示等に関する規則の一部改正） 

第１条 岩手県公安委員会及び岩手県警察本部長が保有する行政文書の開示等に関する規則（平成13年岩手県公安委員会規則第９

号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （電磁的記録の開示の実施の方法）  （電磁的記録の開示の実施の方法） 

第４条 条例第16条第１項の実施機関が定める方法は、次の表

の左欄に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ同表の右

欄に定める方法とする。 

第４条 条例第16条第１項の実施機関が定める方法は、次の表

の左欄に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ同表の右

欄に定める方法とする。 

 
電磁的記録の種別 

開示の実施の

方法 

 
電磁的記録の種別 

開示の実施の

方法 

 １ 磁気テープ、磁気ディスク、光ディス

クその他これらに類するもの（以下「磁

気テープ等」という。）に記録されてい

る電磁的記録で、警察本部情報センター

（岩手県警察本部庁舎内に設置されて

いる情報公開窓口をいう。）、署情報セ

ンター（各警察署庁舎内に設置されてい

る情報公開窓口をいう。）又は行政情報

サブセンター（公有財産の所管及び分掌

の特例に関する規則（昭和39年岩手県規

則第41号）第３条第１項に規定する合同

庁舎等（奥州地区合同庁舎江刺分庁舎及

び岩泉地区合同庁舎を除く。）内に設置

されている情報公開窓口をいう。）内に

設置されている電子計算機その他の機

器を用いて閲覧し、若しくは視聴し、又

は複製することができるもの 

 ［略］  １ 磁気テープ、磁気ディスク、光ディス

クその他これらに類するもの（以下「磁

気テープ等」という。）に記録されてい

る電磁的記録で、警察本部情報センター

（岩手県警察本部庁舎内に設置されて

いる情報公開窓口をいう。）又は署情報

センター（各警察署庁舎内に設置されて

いる情報公開窓口をいう。）内に設置さ

れている電子計算機その他の機器を用

いて閲覧し、若しくは視聴し、又は複製

することができるもの 

 ［略］ 

  ［略］    ［略］  

別表第２（第６条関係） 別表第２（第６条関係） 

 

 

開示の実

施の方法 
区 分 単 位 金 額

 開示の実

施の方法
区 分 単 位 金 額

 複製物の

交付 

１ フレキシブルディス

クカートリッジ（日本

工業規格Ｘ6223に適合 

１枚につき 50円  複製物の

交付 

１ フレキシブルディス

クカートリッジ（日本

工業規格Ｘ6223に適合 

１枚につき 40円



  する幅90ミリメートル

のものであって、1.44

メガバイトのものに限

る。）に複製した複製

物 

 

  する幅90ミリメートル

のものであって、1.44

メガバイトのものに限

る。）に複製した複製

物 

 

  ２ 光ディスク（日本工

業規格Ｘ0606及びＸ

6281に適合する直径

120ミリメートルの光

ディスクの再生装置で

再生することが可能な

ものであって、650メガ

バイトのものに限る。

）に複製した複製物 

１枚につき 150円    ２ 光ディスク（日本工

業規格Ｘ0606及びＸ

6281に適合する直径

120ミリメートルの光

ディスクの再生装置で

再生することが可能な

ものであって、700メガ

バイトのものに限る。

）に複製した複製物 

１枚につき 80円

   ［略］      ［略］  

  ４ 録音カセットテープ

（日本工業規格Ｃ5568

に適合する記録時間

120分のものに限る。）

に複製した複製物 

１巻につき 130円    ４ 録音カセットテープ

（日本工業規格Ｃ5568

に適合する記録時間

120分のものに限る。）

に複製した複製物 

１巻につき 120円

  ５ ビデオカセットテー

プ（日本工業規格Ｃ

5581に適合する記録時

間120分のものに限る。

）に複製した複製物 

１巻につき 210円    ５ ビデオカセットテー

プ（日本工業規格Ｃ

5581に適合する記録時

間120分のものに限る。

）に複製した複製物 

１巻につき 190円

  ［略］      ［略］   

          

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （岩手県公安委員会及び岩手県警察本部長が保有する個人情報の保護等に関する規則の一部改正） 

第２条 岩手県公安委員会及び岩手県警察本部長が保有する個人情報の保護等に関する規則（平成18年岩手県公安委員会規則第14

号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （電磁的記録の開示の実施の方法）  （電磁的記録の開示の実施の方法） 

第７条 条例第21条第１項の実施機関が定める方法は、次の表

の左欄に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ同表の右

欄に定める方法とする。 

第７条 条例第21条第１項の実施機関が定める方法は、次の表

の左欄に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ同表の右

欄に定める方法とする。 

 
電磁的記録の種別 

開示の実施の

方法 

 
電磁的記録の種別 

開示の実施の

方法 

 １ 磁気テープ、磁気ディスク、光ディス

クその他これらに類するもの（以下「磁 

 ［略］  １ 磁気テープ、磁気ディスク、光ディス

クその他これらに類するもの（以下「磁 

 ［略］ 



 気テープ等」という。）に記録されてい

る電磁的記録で、警察本部情報センター

（岩手県警察本部庁舎内に設置されて

いる個人情報窓口をいう。）、署情報セン

ター（各警察署庁舎に設置されている個

人情報窓口をいう。）又は行政情報サブ

センター（公有財産の所管及び分掌の特

例に関する規則（昭和39年岩手県規則第

41号）第３条第１項に規定する合同庁舎

等（奥州地区合同庁舎江刺分庁舎及び岩

泉地区合同庁舎を除く。）内に設置され

ている個人情報窓口をいう。）内に設置

されている電子計算機その他の機器を

用いて閲覧し、若しくは視聴し、又は複

製することができるもの 

  気テープ等」という。）に記録されてい

る電磁的記録で、警察本部情報センター

（岩手県警察本部庁舎内に設置されて

いる個人情報窓口をいう。）又は署情報

センター（各警察署庁舎に設置されてい

る個人情報窓口をいう。）内に設置され

ている電子計算機その他の機器を用い

て閲覧し、若しくは視聴し、又は複製す

ることができるもの 

 

  ［略］    ［略］  

別表第２（第11条関係） 別表第２（第11条関係） 

 

 

開示の実

施の方法 
区 分 単 位 金 額

 開示の実

施の方法
区 分 単 位 金 額

 複製物の

交付 

１ フレキシブルディス

クカートリッジ（日本

工業規格Ｘ6223に適合 

１枚につき 50円  複製物の

交付 

１ フレキシブルディス

クカートリッジ（日本

工業規格Ｘ6223に適合 

１枚につき 40円

  する幅90ミリメートル

のものであって、1.44

メガバイトのものに限

る。）に複製した複製

物 

 

  する幅90ミリメートル

のものであって、1.44

メガバイトのものに限

る。）に複製した複製

物 

 

  ２ 光ディスク（日本工

業規格Ｘ0606及びＸ62 

81に適合する直径120

ミリメートルの光ディ

スクの再生装置で再生

することが可能なもの

であって、650メガバイ

トのものに限る。）に複

製した複製物 

１枚につき 150円    ２ 光ディスク（日本工

業規格Ｘ0606及びＸ62 

81に適合する直径120

ミリメートルの光ディ

スクの再生装置で再生

することが可能なもの

であって、700メガバイ

トのものに限る。）に複

製した複製物 

１枚につき 80円

   ［略］       ［略］  

  ４ 録音カセットテープ

（日本工業規格Ｃ5568

に適合する記録時間 

１巻につき 130円    ４ 録音カセットテープ

（日本工業規格Ｃ5568

に適合する記録時間 

１巻につき 120円



  120分のものに限る。）

に複製した複製物 

    120分のものに限る。）

に複製した複製物 

 

  ５ ビデオカセットテー

プ（日本工業規格Ｃ55 

１巻につき 210円    ５ ビデオカセットテー

プ（日本工業規格Ｃ55 

１巻につき 190円

  81に適合する記録時間

120分のものに限る。）

に複製した複製物 

     81に適合する記録時間

120分のものに限る。）

に複製した複製物 

  

  ［略］      ［略］    

          

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、平成22年４月１日から施行する。 
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